
１  当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を

行っている保険医療機関です。 

 

 

歯科技工士連携加算は、歯科医師と歯科技工士が補綴物

等の作製・調整等で協力し、そのプロセスを評価するため

の制度です。 

当院は、歯科技工士連携加算 1 に係る施設基準に基づき、

歯科技工士と連携できる体制を整備し、診療の質の向上に

努めています。 

 

 

≪連携体制≫ 

保険医療機関内に専任の歯科技工士を配置しています。 

 

 

≪当院における歯科技工士≫ 

院内の専任歯科技工士： 竹中 広登 ・ 松田 安弘 

            大平 ちひろ・ 上田 麗 

福井 淳一 

 

 

 

2026 年 6 月１日 

長崎大学病院長 

歯科技工士連携加算 1 について 


